
事業主旨及び事業フレーム

（別紙１）

[脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施]の１つ

○ゼロカーボン・ドライブ

再エネ電力とEV/PHEV/FCVを活用する「ゼロカーボン・ドライブ」を普及させ、

自動車による移動を脱炭素化する。動く蓄電池等として定置用蓄電池を代替し

て自家発再エネ比率を向上し、災害時には非常用電源として活用し地域のエネ

ルギーレジリエンスを向上させる。

（国）カーボンニュートラル目標

【2030年度：△46％（対2013年度比） → 2050年度：カーボンニュートラル達成】

（市）カーボンニュートラル目標

[CO2削減目標達成に向けた取組]の１つ
第２次小松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

令和３年３月策定（令和５年３月一部見直し）

【2030年度：△50％（対2013年度比）】

○次世代モビリティの普及などクリーンな移動手段を提案

・次世代モビリティの普及推進

電気自動車（ＥＶ），プラグインハイブリッド（ＰＨＶ），燃料

電池車（ＦＣＶ），ハイブリッド（ＨＶ）の電動車（ｘＥＶ）の

普及促進【2050年度：カーボンニュートラル達成】

〔事業主旨〕

〔背 景〕

2050年のカーボンニュートラルを実現するため，特にモビリティ分野におけるカーボンニュートラル推進に向けて，民間事業者の知

見やノウハウの提供を受けながら，より効果的で実効性の高い取り組みを進めて行くため，本市と共同で各種施策を立案し，推進す

る「モビリティカーボンニュートラル（MCN）推進パートナー」を募集します。



将来像



〔事業フレーム〕

（１） パートナー事業者の役割等

⑴ 本市と共同でモビリティ分野におけるカーボンニュートラル（ＭＣＮ）を推進するための各種施策を立案し，及び関係事業者と

の調整を行うこと。

⑵ 各種取組に関する情報発信や啓発に関すること。（シティプロモーションに関することを含む。）

⑶ 知見の共有及び人材交流に関すること。（人材交流に関しては本市及びパートナー事業者双方が合意できた内容に限る。）

⑷ 前各号に記載するもののほか，カーボンニュートラル全般の推進並びにモビリティ分野全般に係る企画立案等を行うこと。

注１ パートナー事業者として上記の役割を果たすことに対して、市が対価をお支払いする予定はありません。

注２ パートナー事業者に選定された事業者が立案した各種施策の実施を保証するものではありません。（パートナー事業者との協議を踏まえて市が判断します。）

注３ パートナー事業者に選定されたことをもってパートナー事業者が各種施策の契約相手方となることを保証するものではありません。（ただし、入札等に参加することは可能です。）

（２） 事業スキーム（イメージ）

〔小松市〕

〔パートナー事業者〕

パートナー

協定（契約）

〔民間事業者〕

〔 市 役 所 〕

・ ＭＣＮ推進に関する施策の

立案・調整

・各種取組に関する情報発信

・知見の共有及び人材交流

・その他

〔 住 民 〕

○EVカーシェア（企業・住民利用）の導入

○民間事業者のＥＶ化促進

○公用車のEV化促進 など

○企業・住民を対象としたEV利用啓発事業

〔施策項目の考え方の例示〕

北陸新幹線小松駅開業

北陸の空の玄関口

「小松空港」

〔目指す成果例〕

・民間部門（事業者、住民）も含めたカーボン

ニュートラルへの取組み加速

・経済循環を通じた環境負荷の軽減

・小松空港と新幹線小松駅開業を見据えた２次

交通の維持、充実（交流人口拡大）

・レジリエンスの強化


